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地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部改正について（R6一次補正①（危険なバス停対策事業）） 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱の一部を次のように改正する。 

 

次の表の左欄の内容を加える。なお、（参考）欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する追加附則に掲げる規定の傍線を付した部分のように改

め、（参考）欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、当該対象規定を追加附則欄に掲げるものの

ように改め、追加附則欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

 

追加附則 （参考） 令和５年度補正事業における記載 

 附  則（国総地第７７号、国自旅第９５号） 

第１条～第３条 （略） 
 

  附  則（国総地第１５８号、国自旅第２５８号） 

第１条 この要綱の改正は令和６年度第一次補正予算から施行する。 

 

（危険なバス停対策事業） 

第２条 国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、令和６年度第一次補

正予算に限り、全国における交通安全上問題のあるバス停について安全

対策を行う取組（以下「危険なバス停対策事業」という。）を支援する

ため、この条から附則第２０条までに定めるところにより、予算の範囲

内において当該事業を行う者（以下この条から附則第２０条までにおい

て、「補助対象事業者」という。）に対し補助金を交付する。 

 

（補助対象期間の始期） 

第３条 危険なバス停対策事業における補助対象期間の始期は、令和６年

１２月１７日とする。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象と

して大臣が認める経費（以下この条から附則第２０条までにおいて「補

助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業

 

 
 

  附  則（国総地第１３８号、国自旅第３５６号） 

第１条 この要綱の改正は令和５年度第一次補正予算から施行する。 

 

（危険なバス停対策事業） 

第２条 国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、令和５年度第一次補

正予算に限り、全国における交通安全上問題のあるバス停について安全

対策を行う取組（以下「危険なバス停対策事業」という。）を支援する

ため、この条から附則第２０条までに定めるところにより、予算の範囲

内において当該事業を行う者（以下この条から附則第２０条までにおい

て、「補助対象事業者」という。）に対し補助金を交付する。 

 

（補助対象期間の始期） 

第３条 危険なバス停対策事業における補助対象期間の始期は、令和５年

１１月２９日とする。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象と

して大臣が認める経費（以下この条から附則第２０条までにおいて「補

助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業
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者に対し補助金を交付する。 

２ 危険なバス停対策事業における補助対象経費の区分及び補助率は、附

則別表１のとおりとする。 

 

（補助金の額） 

第５条 国が交付する補助金の額は、補助対象経費に附則別表１に定める

補助率を乗じて得た額以内とする。 

 

（補助金交付申請） 

第６条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみ

やかに様式第１７－１による補助金交付申請書を大臣に提出しなければ

ならない。 

 

（交付の決定及び通知） 

第７条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったとき

は、審査の上、交付決定を行い、様式第１７－２による交付決定通知書

を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係

る申請の取り下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算し

て３０日以内に、その旨を記載した書面を大臣に提出しなければならな

い。 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき

は、様式第１７－３による交付決定変更申請書を大臣に提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、軽微な場合を除く。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第１０条 大臣は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があった

ときは、審査の上、交付決定の変更を行い、様式第１７－４による交付

者に対し補助金を交付する。 

２ 危険なバス停対策事業における補助対象経費の区分及び補助率は、附

則別表１のとおりとする。 

 

（補助金の額） 

第５条 国が交付する補助金の額は、補助対象経費に附則別表１に定める

補助率を乗じて得た額以内とする。 

 

（補助金交付申請） 

第６条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみ

やかに様式第１７－１による補助金交付申請書を大臣に提出しなければ

ならない。 

 

（交付の決定及び通知） 

第７条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったとき

は、審査の上、交付決定を行い、様式第１７－２による交付決定通知書

を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係

る申請の取り下げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算し

て３０日以内に、その旨を記載した書面を大臣に提出しなければならな

い。 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするとき

は、様式第１７－３による交付決定変更申請書を大臣に提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、軽微な場合を除く。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第１０条 大臣は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があった

ときは、審査の上、交付決定の変更を行い、様式第１７－４による交付
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決定変更通知書を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（状況報告） 

第１１条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに

様式第１７－５による状況報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない

見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の３月１

０日までに大臣に提出しなければならない。ただし、附則第７条第１項

又は附則第１０条第１項の通知が当該事業年度の３月１０日以降に行わ

れた場合は、大臣が別に指定する日までとする。 

３ 補助対象事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について次事業年

度第２四半期終了後、すみやかに状況報告書を大臣に提出しなければな

らない。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日か

ら１か月を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに

様式第１７－６による完了実績報告書を大臣に提出しなければならな

い。ただし、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときに

は、翌年度４月３０日までに様式第１７－７による終了実績報告書を大

臣に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１３条 大臣は、前項第１項本文の規定による完了実績報告書を受けた

場合であって、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付す

べき補助金の額を確定し、様式第１７－８により補助対象事業者に通知

するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとすると

きは、様式第１７－９による補助金支払請求書を大臣に提出しなければ

決定変更通知書を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（状況報告） 

第１１条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに

様式第１７－５による状況報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない

見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の３月１

０日までに大臣に提出しなければならない。ただし、附則第７条第１項

又は附則第１０条第１項の通知が当該事業年度の３月１０日以降に行わ

れた場合は、大臣が別に指定する日までとする。 

３ 補助対象事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について次事業年

度第２四半期終了後、すみやかに状況報告書を大臣に提出しなければな

らない。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日か

ら１か月を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに

様式第１７－６による完了実績報告書を大臣に提出しなければならな

い。ただし、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときに

は、翌年度４月３０日までに様式第１７－７による終了実績報告書を大

臣に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１３条 大臣は、前項第１項本文の規定による完了実績報告書を受けた

場合であって、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付す

べき補助金の額を確定し、様式第１７－８により補助対象事業者に通知

するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとすると

きは、様式第１７－９による補助金支払請求書を大臣に提出しなければ
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ならない。なお、必要があると認められる経費については、概算払をす

ることができる。 

 

（事業の中止等） 

第１５条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行お

うとする場合は、その旨を記載した書面を大臣に提出し、その承認を受

けなければならない。 

 

（補助金の整理） 

第１６条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及

び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らか

にしておかなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理

して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しな

ければならない。 

 

（取得財産等の整理） 

第１７条 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取

得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得

財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しな

ければならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第１８条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、次項で定める

期間保存しておかなければならない。 

 一 取得財産等の得喪に関する書類 

 二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 

２ 前項で規定する期間は、処分制限期間告示に定める期間とする。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１９条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了

後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的

に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

ならない。なお、必要があると認められる経費については、概算払をす

ることができる。 

 

（事業の中止等） 

第１５条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行お

うとする場合は、その旨を記載した書面を大臣に提出し、その承認を受

けなければならない。 

 

（補助金の整理） 

第１６条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及

び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らか

にしておかなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理

して、補助対象事業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しな

ければならない。 

 

（取得財産等の整理） 

第１７条 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、取

得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得

財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しな

ければならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第１８条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、次項で定める

期間保存しておかなければならない。 

 一 取得財産等の得喪に関する書類 

 二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 

２ 前項で規定する期間は、処分制限期間告示に定める期間とする。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１９条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了

後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的

に従って、その効率的運用を図らなければならない。 
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（取得財産等の処分の制限） 

第２０条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助金交付の目的及

び耐用年数省令を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、

大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して処分をしてはなら

ない。 

２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様

式第１７－１０による財産処分承認申請書を提出して大臣の承認を受け

なければならない。 

３ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金の

うち第１項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当

する分を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分により補助

対象事業者に利益が生じるときは、交付した補助金額の範囲内でその利

益の全部又は一部を国に納付させることとする。 

 
 

附則別表１（令和７年１月２１日附則第４条第２項、第５条関連） 

 

危険なバス停対策事業（補助対象事業者等） 

補助率 補助率 補助率 

一般乗合旅客自動車運

送事業者及びこれらの

者を構成員に含む団体

、その他大臣が認める

者 

交通安全上問題のあるバ

ス停留所（※）の安全対

策に要する費用 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

（注） 

※路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策

について（令和元年 12 月 13 日付け国自旅第２１０号）により抽出されたバ

ス停留所 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における仕入控

除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第２０条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助金交付の目的及

び耐用年数省令を勘案して、大臣が別に定める期間を経過するまでは、

大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して処分をしてはなら

ない。 

２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様

式第１７－１０による財産処分承認申請書を提出して大臣の承認を受け

なければならない。 

３ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金の

うち第１項の処分時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当

する分を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分により補助

対象事業者に利益が生じるときは、交付した補助金額の範囲内でその利

益の全部又は一部を国に納付させることとする。 

 
 

附則別表１（令和６年３月２１日附則第４条第２項、第５条関連） 

 

危険なバス停対策事業（補助対象事業者等） 

補助率 補助率 補助率 

一般乗合旅客自動車運

送事業者及びこれらの

者を構成員に含む団体

、その他大臣が認める

者 

交通安全上問題のあるバ

ス停留所（※）の安全対

策に要する費用 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

（注） 

※路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の安全性確保対策

について（令和元年 12 月 13 日付け国自旅第２１０号）により抽出されたバ

ス停留所 

１．補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。 

２．補助対象経費に係る消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における仕入控

除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。 
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 また、補助対象経費にかかる消費税のうち、一部又は全部について仕入控

除ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経

費にかかる消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相

当額を含めた補助対象経費とした場合は、様式第１７―１１に当該補助対象

事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 

 

 また、補助対象経費にかかる消費税のうち、一部又は全部について仕入控

除ができない場合は、その旨を記した理由書を申請書に添付し、補助対象経

費にかかる消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費税相

当額を含めた補助対象経費とした場合は、様式第１７―１１に当該補助対象

事業完了年度の消費税の確定申告書等を添付して提出するものとする。 
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